
 

 

 

 

株式交換に係る事前開示書類の変更事項 

（会社法第 794 条第 1 項及び会社法施行規則第 193 条第 6号に基づく変更後の事項の開示） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2023 年 6月 19 日 

株式会社 ふくおかフィナンシャルグループ 



 

2023 年 6月 19 日 

 

株式交換に係る事前開示書類の変更事項 

 

福岡市中央区大手門一丁目 8 番 3号 

株式会社 ふくおかフィナンシャルグループ 

取締役社長 五島 久 

 

 

当社は、株式会社福岡中央銀行（以下「福岡中央銀行」といいます。）との間で、2023

年 3 月 14 日付で締結した株式交換契約に基づき、2023 年 10 月 1 日を効力発生日とし

て、当社を株式交換完全親会社とし、福岡中央銀行を株式交換完全子会社とする株式交

換（以下「本件株式交換」といいます。）を実施いたします。 

本件株式交換を行うに際し、当社は、2023 年 3月 24 日付で、会社法第 794 条第 1 項

及び会社法施行規則第 193 条に定める事前開示事項を記載した書面（以下「本件事前開

示書類」といいます。）を備置しておりますが、記載事項の一部に変更が生じましたの

で、会社法 794 条第 1 項及び会社法施行規則第 193 条第 6号の規定に基づき、下記のと

おり変更いたします。 

 

 

 

1. 2023 年 5月 22 日開催の福岡中央銀行取締役会において、2023 年 3 月期に係る計算

書類等が承認されましたので、本件事前開示書類「別紙 3」の内容を、別紙のとお

り変更いたします。 

 

以 上 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



別紙 福岡中央銀行の最終事業年度に係る計算書類等の内容 

 

次ページ以降をご参照ください。 



2022年 4月 1日から

2023年 3月31日まで

第１０２期　計　算　書　類

株式会社　福岡中央銀行

謄 本



（単位：百万円）
金 額 金 額

24,373 485,962

現 金 5,047 14,307

預 け 金 19,325 214,619

89,319 327

国 債 11,896 1,960

地 方 債 14,250 250,553

社 債 35,577 3,313

株 式 8,224 880

そ の 他 の 証 券 19,370 130

424,510 34,800

割 引 手 形 3,040 3,007

手 形 貸 付 21,642 15

証 書 貸 付 374,443 622

当 座 貸 越 25,385 295

33 0

外 国 他 店 預 け 33 19

5,323 7

未 収 収 益 296 2,047

そ の 他 の 資 産 5,027 64

12,894 38

建 物 2,720 1,813

土 地 9,765 170

リ ー ス 資 産 17 525,987

建 設 仮 勘 定 2

その他の有形固定資産 388 4,000

313 2,703

ソ フ ト ウ ェ ア 296 2,703

その他の無形固定資産 17 19,807

2,394 1,396

353 18,410

170 固 定 資 産 圧 縮 積 立 金 507

△ 3,209 別 途 積 立 金 16,725

繰 越 利 益 剰 余 金 1,177

△ 118

26,392

△ 8

4,105

4,096
30,489

556,476 556,476

外 国 為 替

そ の 他 資 産

有 形 固 定 資 産

無 形 固 定 資 産

前 払 年 金 費 用

有 価 証 券

貸 出 金

第１０２期末　（２０２３年３月３１日現在）　貸借対照表

（　資　産　の　部　）

現 金 預 け 金

（　負　債　の　部　）

預 金

科 目 科 　目

そ の 他 の 負 債

貯 蓄 預 金

前 受 収 益

通 知 預 金

定 期 預 金

定 期 積 金

給 付 補 填 備 金

資 産 除 去 債 務

借 用 金

リ ー ス 債 務

資　産　の　部　合　計 負債及び純資産の部合計

自 己 株 式

土 地 再 評 価 差 額 金

評 価 ・ 換 算 差 額 等 合 計
純 資 産 の 部 合 計

その他有価証券評価差額金

株 主 資 本 合 計

利 益 剰 余 金

利 益 準 備 金

そ の 他 利 益 剰 余 金

貸 倒 引 当 金

資 本 準 備 金

支 払 承 諾 見 返

繰 延 税 金 資 産

当 座 預 金

普 通 預 金

そ の 他 の 預 金

譲 渡 性 預 金

そ の 他 負 債

未 払 費 用

未 払 法 人 税 等

役 員 株 式 給 付 引 当 金

資 本 剰 余 金

資 本 金

（　純 資 産 の 部　）

支 払 承 諾

睡眠預金払戻損失引当金
再 評 価 に 係 る 繰 延 税 金 負 債

負　債　の　部　合　計

　－1－



第１０２期     損益計算書

（単位：百万円）

8,737
7,196

貸 出 金 利 息 6,434
有 価 証 券 利 息 配 当 金 672
預 け 金 利 息 89
そ の 他 の 受 入 利 息 0

1,114
受 入 為 替 手 数 料 283
そ の 他 の 役 務 収 益 830

0
外 国 為 替 売 買 益 0
商 品 有 価 証 券 売 買 益 0

426
貸 倒 引 当 金 戻 入 益 191
株 式 等 売 却 益 60
そ の 他 の 経 常 収 益 174

7,479
124

預 金 利 息 124
譲 渡 性 預 金 利 息 0

804
支 払 為 替 手 数 料 28
そ の 他 の 役 務 費 用 775

249
国 債 等 債 券 売 却 損 140
国 債 等 債 券 償 還 損 108

6,072
229

貸 出 金 償 却 0
株 式 等 売 却 損 66
株 式 等 償 却 11
そ の 他 の 経 常 費 用 150

1,257
31

固 定 資 産 処 分 益 31
39

固 定 資 産 処 分 損 39
1,250

33
188

222
1,027

２０２２年４月　１日から
２０２３年３月３１日まで

科 目
経 常 収 益

そ の 他 業 務 収 益

金 額

資 金 運 用 収 益

役 務 取 引 等 収 益

そ の 他 経 常 収 益

役 務 取 引 等 費 用

法 人 税 、 住 民 税 及 び 事 業 税

経 常 費 用
資 金 調 達 費 用

経 常 利 益

営 業 経 費
そ の 他 経 常 費 用

そ の 他 業 務 費 用

特 別 利 益

特 別 損 失

税 引 前 当 期 純 利 益

法 人 税 等 合 計
法 人 税 等 調 整 額

当 期 純 利 益

－2－



（単位：百万円）

資本剰余金

固定資産
圧縮積立金

別途積立金
繰越利益
剰余金

当期首残高 4,000 2,703 1,396 512 16,025 1,071 19,005 △ 165 25,543

当期変動額

剰余金の配当 △ 215 △ 215 △ 215

当期純利益 1,027 1,027 1,027

自己株式の取得 △0 △0

自己株式の処分 △ 41 △ 41 47 5

土地再評価差額金
の取崩

31 31 31

固定資産圧縮積立金
の取崩

△ 4 4 ― ―

別途積立金の積立 700 △ 700 ― ―

株主資本以外の項目の

当期変動額(純額)

当期末残高 4,000 2,703 1,396 507 16,725 1,177 19,807 △ 118 26,392

当期首残高 485 4,136 4,622 30,166

当期変動額

剰余金の配当 △ 215

当期純利益 1,027

自己株式の取得 △0

自己株式の処分 5

土地再評価差額金
の取崩

31

固定資産圧縮積立金
の取崩

―

別途積立金の積立 ―

株主資本以外の項目の

当期変動額(純額)

当期末残高 △ 8 4,105 4,096 30,489

△ 494 △ 31 △ 525 △ 525

当期変動額合計 △ 494 △ 31 △ 525 322

46 848

評価・換算差額等

純資産合計
その他

有価証券
評価差額金

土地再評価
差額金

評価・換算
差額等合計

当期変動額合計 ― ― ― △ 4 700 105 801

資本準備金 利益準備金

その他利益剰余金
利益剰余金

合計

第１０２期
２０２２年　４月　１日から

   　株主資本等変動計算書
２０２３年　３月３１日まで

株 主 資 本

資本金

利益剰余金

自己株式 株主資本合計

－3－
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個別注記表 

記載金額は百万円未満を切り捨てて表示しております。 

 重要な会計方針 

1．商品有価証券の評価基準及び評価方法 

商品有価証券の評価は、時価法(売却原価は主として移動平均法により算定)により行っております。 

2．有価証券の評価基準及び評価方法 

有価証券の評価は、満期保有目的の債券については移動平均法による償却原価法(定額法)、その他有

価証券については時価法(売却原価は主として移動平均法により算定)、ただし市場価格のない株式等に

ついては移動平均法による原価法により行っております。 

なお、その他有価証券の評価差額については、全部純資産直入法により処理しております。 

3．デリバティブ取引の評価基準及び評価方法 

デリバティブ取引の評価は、時価法により行っております。 

4．固定資産の減価償却の方法 

 (1)有形固定資産(リース資産を除く) 

有形固定資産は、定額法により償却しております。 

また、主な耐用年数は次のとおりであります。 

建  物        6 年～50 年 

その他        3 年～20 年 

（会計上の見積りの変更と区別することが困難な会計方針の変更） 

（有形固定資産の減価償却方法の変更） 

当行の有形固定資産（リース資産を除く）の減価償却方法は、従来、定率法を採用しておりました

が、当事業年度より定額法へ変更しております。 

当行は、2021 年度よりスタートした第 12 次中期経営計画「BEST！～ひとりひとりのベストを大きな

力に～」において、「店舗網の再構築」等を重点施策のひとつに掲げ、営業店舗の新築移転等の投資を

進めております。これらの案件に対する投資検討を契機として、有形固定資産の減価償却方法を検討

した結果、当行の営業店舗及び事務機器等は長期安定的に継続使用され、その使用価値は存続期間を

通じて概ね一定に減少するため、使用可能期間である耐用年数にわたり均等に費用配分を行う定額法

が経営の実態をより適切に期間損益に反映させることができると判断いたしました。 

この変更により、従来の方法によった場合に比べ、当事業年度の減価償却費が減少し、経常利益及

び税引前当期純利益はそれぞれ 106 百万円増加しております。 

 (2)無形固定資産(リース資産を除く) 

無形固定資産は、定額法により償却しております。なお、自社利用のソフトウェアについては、行

内における利用可能期間(主として 5年)に基づいて償却しております。 

(3)リース資産 

所有権移転外ファイナンス・リース取引に係る「有形固定資産」及び「無形固定資産」中のリース

資産は、リース期間を耐用年数とした定額法により償却しております。なお、残存価額については、

リース契約上に残価保証の取決めがあるものは当該残価保証額とし、それ以外のものは零としており

ます。 
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5．引当金の計上基準 

(1)貸倒引当金 

貸倒引当金は、予め定めている償却・引当基準に則り、次のとおり計上しております。 

「銀行等金融機関の資産の自己査定並びに貸倒償却及び貸倒引当金の監査に関する実務指針」(日本公

認会計士協会銀行等監査特別委員会報告第 4 号 2022 年 4 月 14 日)に規定する正常先債権及び要注意先

債権に相当する債権については、主として今後 1 年間の予想損失額又は今後 3 年間の予想損失額を見込ん

で計上しており、予想損失額は、1 年間又は 3 年間の貸倒実績を基礎とした貸倒実績率の過去の一定期間に

おける平均値に基づき損失率を求め、これに将来見込み等必要な修正を加えて算定しております。破綻懸念

先債権に相当する債権については、債権額から担保の処分可能見込額及び保証による回収可能見込額を控

除し、その残額のうち必要と認める額を計上しております。破綻先債権及び実質破綻先債権に相当する債権

については、債権額から、担保の処分可能見込額及び保証による回収可能見込額を控除した残額を計上して

おります。 

与信額が一定額以上の要注意先債権以下に相当する大口債務者のうち、債権の元本の回収及び利息

の受取りに係るキャッシュ・フローを合理的に見積もることができる債権については、当該キャッシ

ュ・フローを当初約定利子率で割引いた金額と債権の帳簿価額との差額を貸倒引当金とする方法(キャ

ッシュ・フロー見積法)により計上しております。 

すべての債権は、資産の自己査定基準に基づき、営業関連部署の協力の下に資産査定部署が資産査

定を実施しております。 

(2)退職給付引当金

退職給付引当金は、従業員の退職給付に備えるため、当事業年度末における退職給付債務及び年金

資産の見込額に基づき、必要額を計上しております。また、退職給付債務の算定にあたり、退職給付

見込額を当事業年度末までの期間に帰属させる方法については給付算定式基準によっております。な

お、当事業年度末においては、年金資産の額が、退職給付債務から未認識項目の合計額を控除した額

を超過しているため、超過額を前払年金費用に計上しております。また、過去勤務費用および数理計

算上の差異の損益処理方法は次のとおりであります。 

過去勤務費用：その発生時の従業員の平均残存勤務期間内の一定の年数（5 年）による定額法によ 

り損益処理 

数理計算上の差異：各事業年度の発生時の従業員の平均残存勤務期間内の一定の年数(主として 5年)

による定額法により按分した額を、それぞれ発生の翌事業年度から損益処理 

(3)役員株式給付引当金

役員株式給付引当金は、役員への当行株式の交付等に備えるため、株式交付規程に基づき、役員に

対する株式給付債務の見込額のうち、当事業年度末までに発生していると認められる額を計上してお

ります。 

(4)睡眠預金払戻損失引当金

睡眠預金払戻損失引当金は、負債計上を中止した預金について、預金者からの払戻請求に備えるた

め、将来の払戻請求に応じて発生する損失を見積り必要と認める額を計上しております。 
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6. 重要な収益及び費用の計上基準 

   「収益認識に関する会計基準」(企業会計基準第 29 号 2020 年３月 31 日)等を適用し、約束した財又は

サービスの支配が顧客に移転した時点で、当該財又はサービスと交換に受け取ると見込まれる金額で収

益を認識しております。 
7．消費税等の会計処理 

  有形固定資産に係る控除対象外消費税等は当事業年度の費用に計上しております。 

 

会計方針の変更 

（時価の算定に関する会計基準の適用指針の適用） 

「時価の算定に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第31号 2021年６月17日。以下「時価算

定会計基準適用指針」という。）を当事業年度の期首から適用し、時価算定会計基準適用指針第27-２項に定

める経過的な取扱いに従って、時価算定会計基準適用指針が定める新たな会計方針を将来にわたって適用す

ることといたしました。なお、当事業年度の計算書類に与える影響はありません。 

 

重要な会計上の見積り 

会計上の見積りにより当事業年度に係る計算書類にその額を計上した項目であって、翌事業年度に係る

計算書類に重要な影響を及ぼす可能性があるものは、次のとおりです。 

１．貸倒引当金 

(1)当事業年度に係る計算書類に計上した額 

  貸倒引当金 3,209百万円 

 （うち新型コロナウイルス感染症の影響に関する追加的な貸倒引当金 289百万円） 

(2)識別した項目に係る重要な会計上の見積りの内容に関する理解に資する情報 

 ①算出方法 

  貸倒引当金の算出方法は、「重要な会計方針」「5.引当金の計上基準」「(1)貸倒引当金」に記載して

おります。 

 ②主要な仮定 

  主要な仮定は、「債務者区分の判定における貸出先の将来の業績見通し」であります。「債務者区分

の判定における貸出先の将来の業績見通し」に関しては、新型コロナウイルス感染症拡大の影響も考慮

し、各債務者の収益獲得能力を個別に検討しております。 

なお、新型コロナウイルス感染症拡大の影響については、新型コロナウイルス感染症の感染症法上の位

置づけが５類感染症に変更されることに伴い、徐々に和らいでいくものと見込んでおります。 

 ③翌事業年度に係る計算書類に及ぼす影響 

  個別貸出先の業績変化等により、当期の見積りに用いた仮定が変化した場合は、翌事業年度に係る計

算書類における貸倒引当金に重要な影響を及ぼす可能性があります。 
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注記事項 

(貸借対照表関係) 

1.  銀行法及び金融機能の再生のための緊急措置に関する法律に基づく債権は次のとおりであります。な

お、債権は、貸借対照表の「有価証券」中の社債（その元本の償還及び利息の支払の全部又は一部につ

いて保証しているものであって、当該社債の発行が有価証券の私募（金融商品取引法第２条第３項）に

よるものに限る。）、貸出金、「その他資産」中の未収利息及び仮払金並びに支払承諾見返の各勘定に計上

されるもの並びに注記されている有価証券の貸付けを行っている場合のその有価証券（使用貸借又は賃

貸借契約によるものに限る。）であります。 

破産更生債権及びこれらに準ずる債権額      4,226 百万円 

危険債権額                   6,186 百万円 

三月以上延滞債権額                  ― 百万円 

     貸出条件緩和債権額         1,023 百万円 

合計額           11,436 百万円 

 

   破産更生債権及びこれらに準ずる債権とは、破産手続開始、更生手続開始、再生手続開始の申立て

等の事由により経営破綻に陥っている債務者に対する債権及びこれらに準ずる債権であります。 

危険債権とは、債務者が経営破綻の状態には至っていないが、財政状態及び経営成績が悪化し、契

約に従った債権の元本の回収及び利息の受取りができない可能性の高い債権で破産更生債権及びこれ

らに準ずる債権に該当しないものであります。 

三月以上延滞債権とは、元本又は利息の支払が約定支払日の翌日から三月以上遅延している貸出金

で破産更生債権及びこれらに準ずる債権並びに危険債権に該当しないものであります。 

貸出条件緩和債権とは、債務者の経営再建又は支援を図ることを目的として、金利の減免、利息の

支払猶予、元本の返済猶予、債権放棄その他の債務者に有利となる取決めを行った貸出金で破産更生

債権及びこれらに準ずる債権、危険債権並びに三月以上延滞債権に該当しないものであります。 

なお、上記債権額は、貸倒引当金控除前の金額であります。 

   2. 手形割引は、「銀行業における金融商品会計基準適用に関する会計上及び監査上の取扱い」(日本公認

会計士協会業種別委員会実務指針第 24 号 2022 年３月 17 日。以下「業種別委員会実務指針第 24 号」と

いう。)に基づき金融取引として処理しております。これにより受け入れた商業手形等は、売却又は（再）

担保という方法で自由に処分できる権利を有しておりますが、その額面金額は、3,040 百万円であります。 

3. 担保に供している資産は次のとおりであります。 

担保に供している資産 

    有価証券           35,097 百万円 

     預け金        4 百万円 

担保資産に対応する債務 

預金         384 百万円 

借用金            34,800 百万円 

その他の負債           25 百万円 
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上記のほか、為替決済、日本銀行当座借越契約等の取引の担保として、有価証券 4,558 百万円を差し

入れております。 

また、その他の資産には、中央清算機関差入証拠金 4,000 百万円及び保証金 2 百万円が含まれており

ます。 

なお、手形の再割引は、業種別委員会実務指針第 24 号に基づき金融取引として処理しておりますが、

これにより引き渡した商業手形等は該当ありません。 

4. 当座貸越契約及び貸付金に係るコミットメントライン契約は、顧客からの融資実行の申し出を受けた

場合に、契約上規定された条件について違反がない限り、一定の限度額まで資金を貸し付けることを約

する契約であります。これらの契約に係る融資未実行残高は、27,244 百万円であります。このうち原契

約期間が１年以内のものが 26,735 百万円あります。 

なお、これらの契約の多くは、融資実行されずに終了するものであるため、融資未実行残高そのもの

が必ずしも当行の将来のキャッシュ・フローに影響を与えるものではありません。これらの契約の多く

には、金融情勢の変化、債権の保全及びその他相当の事由があるときは、当行が実行申し込みを受けた

融資の拒絶又は契約極度額の減額をすることができる旨の条項が付けられております。また、契約時に

おいて必要に応じて不動産・有価証券等の担保を徴求するほか、契約後も定期的に予め定めている行内

手続に基づき顧客の業況等を把握し、必要に応じて契約の見直し、与信保全上の措置等を講じておりま

す。 

5. 土地の再評価に関する法律(1998 年 3 月 31 日公布法律第 34 号)に基づき、事業用の土地の再評価を行

い、評価差額については、当該評価差額に係る税金相当額を「再評価に係る繰延税金負債」として負債

の部に計上し、これを控除した金額を「土地再評価差額金」として純資産の部に計上しております。 

     再評価を行った年月日                    

1998 年 3 月 31 日 

    同法律第 3 条第 3 項に定める再評価の方法 

土地の再評価に関する法律施行令(1998年 3月 31日公布政令第119号)第 2条第 4号に定める当該事

業用土地について、地価税法(1991 年法律第 69 号)第 16 条に規定する地価税の課税価格の計算の基礎

となる土地の価額を算定するために国税庁長官が定めて公表した方法により算定した価額に合理的な

調整を行って算定する方法に基づいて算出。 

当事業年度末において、再評価を行った土地の時価が再評価後の土地の簿価を上回っているため、

差額を記載しておりません。 

6. 有形固定資産の減価償却累計額                  7,729 百万円 

7. 有形固定資産の圧縮記帳額                        144 百万円 

8.「有価証券」中の社債のうち、有価証券の私募(金融商品取引法第２条第３項)による社債に対する当行

の保証債務の額は 760 百万円であります。 

 

 

(損益計算書関係) 

「その他経常収益」には、貸倒引当金戻入益 191 百万円を含んでおります。 
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(株主資本等変動計算書関係) 

1．発行済株式の種類及び総数並びに自己株式の種類及び株式数に関する事項

（単位：千株） 

当事業年度期首 

株式数 

当事業年度増加

株式数 

当事業年度減少

株式数 

当事業年度末 

株式数 
摘要 

発行済株式 

普通株式 2,737 ― ― 2,737 

第1回Ａ種優先株式 300 ― ― 300 

合 計 3,037 ― ― 3,037 

自己株式 

普通株式 48 0 1 46 （注）１、２、３ 

合 計 48 0 1 46 

（注）1．自己株式の増加 0 千株は、単元未満株式の買取によるものであります。 

2．自己株式の減少１千株は、役員報酬ＢＩＰ信託による当行株式の交付等によるものであります。 

3．当事業年度期首及び当事業年度末の自己株式数には、役員報酬ＢＩＰ信託が保有する当行株式がそ 

れぞれ 16 千株、45 千株含まれております。 

2．配当に関する事項 

(1)当事業年度中の配当金支払額

（決議） 株式の種類 
 配当金 

 の総額 

 １株当たり 

 配当額 
基準日 効力発生日 

2022 年 6 月 29 日 

定時株主総会 

普通株式  94 百万円  35.00 円  2022 年 3 月 31 日  2022 年 6 月 30 日 

第１回 

Ａ種優先株式 
 26 百万円  87.50 円  2022 年 3 月 31 日  2022 年 6 月 30 日 

2022 年 11 月 28 日 

取締役会 

普通株式  68 百万円  25.00 円  2022 年 9 月 30 日  2022 年 12 月 5 日 

第１回 

Ａ種優先株式 
 26 百万円  87.50 円  2022 年 9 月 30 日  2022 年 12 月 5 日 

合 計 215 百万円 

（注）1．2022 年 6月 29 日定時株主総会による普通株式の配当金の総額には、役員報酬ＢＩＰ信託が保有する 

当行株式に対する配当金０百万円が含まれております。また、2022 年 11 月 28 日取締役会決議による普 

通株式の配当金の総額には、役員報酬ＢＩＰ信託が保有する当行株式に対する配当金１百万円が含まれ 

ております。 

2．2022 年 6月 29 日定時株主総会による普通株式の 1株当たり配当金額 35.00 円には、創立 70周年記念 

配当 10.00 円を含んでおります。 

(2)基準日が当事業年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が当事業年度の末日後となるもの

2023 年 6月 29 日開催の定時株主総会の議案として、配当に関する事項を次のとおり提案してお

ります。

株式の種類 配当金の総額  配当の原資 
 １株当たり 

 配当額 
基準日 効力発生日 

普通株式  68 百万円 
 その他 

利益剰余金 
 25.00 円  2023 年 3月 31 日  2023 年 6 月 30 日 

第 1 回Ａ種優先株式  26 百万円 
 その他 

利益剰余金 
 87.50 円  2023 年 3月 31 日  2023 年 6 月 30 日 

（注）普通株式の配当金の総額には、役員報酬ＢＩＰ信託が保有する当行株式に対する配当金１百万円が含まれて

おります。 
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(金融商品関係) 

1．金融商品の状況に関する事項 

  (1)金融商品に対する取組方針 

当行は、預金・貸出業務を中心とした金融サービス事業及び市場運用業務を行っております。 

    主として金利変動を伴う金融資産及び金融負債を有しているため、金利変動による不利な影響が生

じないように、当行では、資産及び負債の総合的管理(ALM)を実施しております。 

     

  (2)金融商品の内容及びそのリスク 

当行が保有する金融資産は、主として福岡県内の取引先及び個人に対する貸出金であり、顧客の契

約不履行によってもたらされる信用リスクに晒されております。信用リスクとは、信用供与先の財務

状況の悪化等により、資産の価値が減少又は消失し損失を被ることであり、経済環境等の状況の変化

によって、契約条件に従った債務履行がなされない可能性があります。また、有価証券については主

に債券、株式、投資信託等であり、「その他保有目的」として保有しております。これらは、それぞ

れ発行体の信用リスクや金利及び市場価格の変動リスク等に晒されております。 

一方、金融負債は、主として顧客からの預金であり、流動性リスクに晒されております。 

なお、貸出金等の資産と預金等の負債には、金利又は期間のミスマッチが存在しており、金利の変

動リスクに晒されております。 

 

  (3)金融商品に係るリスク管理体制 

①信用リスクの管理 

当行では、信用リスクに関する管理諸規定に従い、個別債務者に対する厳正な与信審査・管理を行

うことで個別債務者の信用リスクを管理するとともに、銀行全体のポートフォリオ管理により信用リ

スクの分散を図っております。 

    個別債務者の信用リスク管理については、信用リスク管理主管部の融資統括部が個別債務者毎に財

務分析、業界動向、資金使途、返済計画等の評価を行っております。評価は、新規与信実行時及び実

行後の自己査定等において定期的に行うなど個別債務者の信用状況を把握しております。 

    銀行全体の与信ポートフォリオについては、信用リスク管理主管部の融資統括部が、業種集中度合

等のリスクの状況を定期的に取締役会等に報告しております。 

    当行では、内部格付制度を導入しております。信用リスク管理の根幹をなすこの制度は、個別債務

者に信用度に応じた信用格付を付与して分類するもので、融資統括部が「運用」、与信部門から独立

した総合企画部金融高度化センターが制度の「構築」、「運用の監視」および「検証」を担っており

ます。これにより、内部格付制度が適切な相互牽制の下で適正に機能する体制を構築し、案件審査や

与信管理、与信ポートフォリオのモニタリングに活用しております。さらに、信用リスク管理がルー

ルに則り適正に行われているかを自己査定実施のプロセスなどを通じて、監査部が監査する体制とし

ております。また、総合企画部金融高度化センターが銀行全体の与信ポートフォリオに内在する信用

リスクの状況を統計的手法で計量化し、将来発生する可能性のあるリスク量等を以下に示す市場リス

ク量などと合わせて頭取を議長とする「リスク管理委員会」に定期的に報告する体制としております。 

    なお、有価証券の発行体の信用リスクは、市場営業部において信用情報や時価の把握を定期的に行

うことで管理しております。 
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②市場関連リスクの管理   

イ．リスク管理体制 

市場関連リスクとは、金利、有価証券等の価格、為替等、市場における種々のリスク要因の変動に

より、保有する資産・負債の価値が変動し損失を被るリスクをいい、主に、金利リスク、価格変動リ

スク、為替リスクに分けられます。 

    当行では、市場関連リスク量を適切にコントロールするために、市場営業部及び総合企画部が適切

に相互牽制機能を発揮しながら、市場関連リスクの状況をモニタリングしております。具体的には、

市場関連リスク量を定量的に計測しているほか、シミュレーション分析等を行い、金利・株式・為替

市場が大きく変動した場合に、当行が抱える市場関連リスク量や、当行の損益がどのように変動する

かを試算しております。 

    市場営業部及び総合企画部は、市場関連リスクの状況について、定期的に経営に報告しており、ALM

委員会等において、市場関連リスクが当行の自己資本の状況に対して許容できる状況に収まっている

ことを確認するとともに、市場関連リスクのコントロールに関する方針の検討を行っております。 

ロ．市場関連リスクに係る定量的情報 

当行において、主要なリスク変数である金利リスク及び価格変動リスクの影響を受ける主たる金融商

品は、「貸出金」、「有価証券（その他有価証券）」、「預金及び譲渡性預金」等であります。 

当行では、これらの金融商品の市場リスク量について、VaR(バリュー・アット・リスク)を用いて計

測しており、2023 年 3 月 31 日現在の市場リスク量は 3,944 百万円であります。VaR の計測にあたって

は、分散共分散法(保有期間２４０日、信頼区間９９％、観測期間５年)を採用しており、それぞれのリ

スクファクターの相関を考慮しております。当行では、モデルが算出する VaR と実際の損益を比較する

バックテスティングにより、使用する計測モデルが一定の精度を確保していることを確認しております。

ただし、VaR は過去の一定期間(観測期間)の金利、株価の変動をベースに統計的手法により市場リスク

量を計測する方法であり、観測期間に捉えきれなかったストレス事象の発生によるリスクは捕捉できな

い場合があります。 

なお、当行では、別途有価証券にかかる市場リスク量も毎月モニタリングしており、2023 年 3 月 31

日現在で 4,338 百万円であります。 

 

③資金調達に係る流動性リスクの管理  

流動性リスクとは、財務状況の悪化等や市場の混乱により必要な資金が確保できなくなり資金繰りが

つかなくなる場合や、資金の確保に通常よりも著しく高い金利での資金調達を余儀なくされることによ

り損失を被るリスクです。当行は安定した資金繰りの確保に努め、流動性リスクの最小化を図るととも

に、流動性リスク管理規定を制定し、平常時・懸念時・緊急時の対応を取決めております。 

 

(4)金融商品の時価等に関する事項についての補足説明 

    金融商品の時価は、一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該

価額が異なることもあります。 
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2．金融商品の時価等に関する事項 

  2023 年 3 月 31 日における貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額は、次のとおりであります。  

なお、市場価格のない株式等及び組合出資金は、次表には含めておりません（（注 1）参照）。また、現

金預け金は、短期間で決済されるため時価が帳簿価額に近似することから、注記を省略しております。 

（単位：百万円） 

貸借対照表 

計上額 
時 価 差 額 

(1) 有価証券

満期保有目的の債券 ― ― ― 

その他有価証券 88,239 88,239 ― 

(2) 貸出金 424,510 

貸倒引当金（＊） △3,052

421,457 422,454 997 

資産計 509,696 510,694 997 

(1) 預金 485,962 485,966 3 

(2) 譲渡性預金 130 130 0 

(3) 借用金 34,800 34,800 ― 

負債計 520,892 520,896 3 

デリバティブ取引 

ヘッジ会計が適用されていないもの ― ― ― 

ヘッジ会計が適用されているもの ― ― ― 

デリバティブ取引計 ― ― ― 

（＊）貸出金に対応する一般貸倒引当金及び個別貸倒引当金を控除しております。 

（注 1）市場価格のない株式等及び組合出資金の貸借対照表計上額は次のとおりであり、 金融商品の時価情

報の「その他有価証券」には含まれておりません。 

（単位：百万円） 

区 分 貸借対照表計上額 

非上場株式(＊1)(＊2) 568 

組合出資金(＊3) 511 

(＊1) 非上場株式については、「金融商品の時価等の開示に関する適用指針」（企業会計基準適用指針第

19 号 2020 年３月 31 日）第５項に基づき、時価開示の対象とはしておりません。 

(＊2) 当事業年度において、非上場株式について０百万円減損処理を行っております。 

(＊3) 組合出資金については、時価算定会計基準適用指針第 24-16 項に基づき、時価開示の対象とはし

ておりません。 
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3．金融商品の時価のレベルごとの内訳に関する事項 

    金融商品の時価を、時価の算定に用いたインプットの観察可能性及び重要性に応じて、以下の 3 つの

レベルに分類しております。 

     レベル１の時価：同一の資産又は負債の活発な市場における調整されていない相場価格により算

定した時価 

          レベル２の時価：レベル１のインプット以外の直接又は間接的に観察可能なインプットを用いて

算定した時価 

     レベル３の時価：観察できないインプットを使用して算定した時価 

    時価の算定に重要な影響を与えるインプットを複数使用している場合には、それらのインプットがそ

れぞれ属するレベルのうち、時価の算定における優先順位が最も低いレベルに時価を分類しております。 

  

 （1）時価で貸借対照表に計上している金融商品 

      （単位：百万円） 

区分 
時価 

レベル１ レベル２ レベル３ 合計 

有価証券     

その他有価証券     

   国債・地方債等 11,896 14,250 ― 26,147 

   社債 ― 34,815 761 35,577 

   株式 7,655 ― ― 7,655 

   その他 2,467 8,687 7,703 18,858 

資産計 22,020 57,753 8,465 88,239 

 

（2）時価で貸借対照表に計上している金融商品以外の金融商品 

      （単位：百万円） 

区分 
時価 

レベル１ レベル２ レベル３ 合計 

貸出金 ― ― 422,454 422,454 

資産計 ― ― 422,454 422,454 

預金 ― 485,966 ― 485,966 

譲渡性預金 ― 130 ― 130 

借用金 ― 34,800 ― 34,800 

負債計 ― 520,896 ― 520,896 
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（注 1）時価の算定に用いた評価技法及びインプットの説明 

資 産 

  有価証券 

  上場株式及び上場投資信託は取引所の価格によっており、市場の活発性に基づきレベル１に分類し

ております。債券は市場価格、取引金融機関から提示された価格によっており、国債はレベル１、それ

以外の債券は主にレベル２、時価として第三者から入手した相場価格を利用した債券または算定に当た

り重要な観察できないインプットを用いている場合は主にレベル３に分類しており、社債(銀行保証付

私募債)等がこれに含まれております。 

また、市場における取引価格が存在しない投資信託について、解約又は買戻請求に関して市場参加

者からリスクの対価を求められるほどの重要な制限がない場合には基準価額を時価としてレベル２に

分類しております。 

なお、保有目的ごとの有価証券に関する注記事項については「（有価証券関係）」に記載しておりま

す。 

  貸出金 

    貸出金のうち固定金利によるものは、種類及び内部格付、期間に基づく区分ごとに、元利金の合計

額を期間別の無リスクの市場利子率に信用リスク相当分を上乗せした利率で割り引いて時価を算定し

ており、主にレベル３に分類しております。なお、変動金利によるもの及び残存期間が短期間(3 ヵ月

以内)のものは、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額を時価としており、主にレベ

ル３に分類しております。 

また、破綻先、実質破綻先及び破綻懸念先に対する債権等については、将来キャッシュ・フローの

現在価値又は担保及び保証による回収見込額等に基づいて貸倒見積高を算定しているため、時価は決

算日における貸借対照表上の債権等計上額から貸倒引当金計上額を控除した金額に近似しており、当

該価額を時価としております。 

貸出金のうち、当該貸出を担保資産の範囲内に限るなどの特性により、返済期限を設けていないも

のについては、返済見込み期間及び金利条件等から、時価は帳簿価額と近似しているものと想定され

るため、帳簿価額を時価としており、主にレベル３に分類しております。 

 

 負 債 

預金及び譲渡性預金 

    要求払預金については、決算日に要求された場合の支払額(帳簿価額)を時価とみなしております。

また、定期預金及び譲渡性預金の時価は、一定の期間ごとに区分して、将来のキャッシュ・フローを

割り引いて現在価値を算定しております。その割引率は、新規に預金を受け入れる際に使用する利率

を用いております。なお、残存期間が短期間(3 ヵ月以内)のものは、時価は帳簿価額と近似しているこ

とから、当該帳簿価額を時価としております。これらについては、レベル２に分類しております。 

借用金 

  借用金は、一定の期間ごとに区分した当該借用金の元利金の合計額を同様の借入において想定され

る利率で割り引いて現在価値を算定しております。なお、残存期間が短期間(3 ヵ月以内)のものは、時

価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額を時価としており、レベル２に分類しておりま

す。  
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（注 2）時価で貸借対照表に計上している金融商品のうちレベル３の時価に関する情報 

(1) 重要な観察できないインプットに関する定量的情報（2023 年３月 31 日）

区分 評価技法 
重要な観察できない 

インプット インプットの範囲
インプットの

加重平均

有価証券 

その他有価証券 

社債 現在価値技法 割引率 △0.08％－8.13％ 0.81％ 

(2)期首残高から期末残高への調整表、当期の損益に認識した評価損益（2023 年３月 31 日）

（単位：百万円） 

区分 
期首 

残高 

当期の 

損益に 

計上 

評価差額

金の変動 

購入・売却 

発行及び

決済の純

額 

レベル３

の時価へ

の振替

レベル３

の時価か

らの振替

期末 

残高 

当期の損益に計上し

た額のうち貸借対照

表日において保有す

る金融資産及び金融

負債の評価損益 

有価証券 

その他有価証券 

社債 483 ― △1 280 ― ― 761 ― 

  その他 7,551 ― △47 200 ― ― 7,703 ― 

(3)時価の評価プロセスの説明

 当行はミドル部門において時価の算定に関する方針及び手続を定め、時価評価モデルにより時価評価

を行っております。ミドル部門はフロント部門から時価評価に必要なデータを収集し、使用するインプ

ットや時価のレベルの分類が方針及び手続に準拠しているかを検証しております。第三者から入手した

相場価格を時価として利用する場合においては、ミドル部門及びバック部門において、使用されている

評価技法及びインプットの確認や類似の金融商品の時価との比較等の適切な方法により妥当性を検証し

ております。 

(4)重要な観察できないインプットを変化させた場合の時価に対する影響に関する説明

社債(銀行保証付私募債)の時価の算定で用いている重要な観察できないインプットは、割引率であり

ます。割引率は市場金利等適切な指標に与信管理上の内部格付ごとの信用スプレッドを上乗せした利率

であり、このインプットの著しい上昇（低下）は、時価の著しい低下（上昇）を生じさせます。 

 (有価証券関係) 

貸借対照表の「国債」「地方債」「社債」「株式」「その他の証券」を記載しております。 

なお、「子会社・子法人等株式及び関連法人等株式」は、該当ありません。 

1．売買目的有価証券(2023 年 3月 31 日現在)

該当事項はありません。

2．満期保有目的の債券(2023 年 3 月 31 日現在) 

該当事項はありません。 
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3．その他有価証券(2023 年 3月 31 日現在) 

 種類 貸借対照表 
計上額(百万円) 

取得原価 
(百万円) 

差額 
(百万円) 

貸借対照表計上
額が取得原価を
超えるもの 

株式 6,008 4,186 1,822 

債券 8,801 8,521 279 

国債 1,783 1,587 196 

地方債 1,144 1,138 6 

社債 5,873 5,796 77 

その他 5,629 5,314 315 

小計 20,439 18,022 2,417 

貸借対照表計上
額が取得原価を
超えないもの 

株式 1,647 1,815 △168 

債券 52,923 54,719 △1,796 

国債 10,112 10,902 △789 

地方債 13,106 13,669 △563 

社債 29,703 30,147 △443 

その他 13,228 13,719 △490 

小計 67,799 70,254 △2,455 

合計 88,239 88,277 △37 

 

4．当事業年度中に売却した満期保有目的の債券(自 2022 年 4月 1日 至 2023 年 3月 31 日) 

     該当事項はありません。 

 

5．当事業年度中に売却したその他有価証券(自  2022 年 4 月 1 日 至 2023 年 3 月 31 日) 

      売却額 
(百万円) 

売却益の合計額 
(百万円) 

売却損の合計額 
(百万円) 

株式 552 60 66 

債券 1,360 ― 140 

 国債 1,360 ― 140 

その他 767 ― 232 

合計 2,680 60 439 

  

6．保有目的を変更した有価証券 

該当事項はありません。 
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7．減損処理を行った有価証券 

売買目的有価証券以外の有価証券(市場価格のない株式等及び組合出資金を除く)のうち、当該有価証

券の時価が取得原価に比べて著しく下落しており、時価が取得原価まで回復する見込みがあると認めら

れないものについては、当該時価をもって貸借対照表計上額とするとともに、評価差額を当事業年度の

損失として処理(以下、「減損処理」という。)しております。 

当事業年度における減損処理額は、株式 11 百万円であります。 

有価証券の減損処理については、「有価証券減損処理規定」に従い、時価が取得原価に比べて 50％以上

下落した場合、もしくは時価が 30％以上 50％未満の下落率で、発行会社の財政状態や信用状況、過去の

一定期間における時価の推移等を勘案し、回復の見込みがあると認められない場合に減損処理を行って

おります。 
 

(金銭の信託関係) 

1．運用目的の金銭の信託(2023 年 3月 31 日現在) 

      該当事項はありません。 

 

2．満期保有目的の金銭の信託(2023 年 3 月 31 日現在) 

      該当事項はありません。 

 

3．その他の金銭の信託(運用目的及び満期保有目的以外)(2023 年 3月 31 日現在) 

      該当事項はありません。 

 

 

(税効果会計関係) 

繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳は、それぞれ次のとおりであります。 

繰延税金資産  

貸倒引当金                962 百万円 

減価償却費                190 

未払賞与                   96 

その他有価証券評価差額金          28 

その他                  204     

繰延税金資産小計             1,482 

評価性引当額                △176     

繰延税金資産合計             1,305     

繰延税金負債 

固定資産圧縮積立額                      △222 

前払年金費用                         △729 

資産除去費用の資産計上額         △0     

繰延税金負債合計             △952    

繰延税金資産の純額              353 百万円 
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(収益認識関係) 

経常収益及び顧客との契約から生じる収益を分解した情報 

  （単位：百万円） 

区 分 当事業年度 

役務取引等収益 

預金・貸出業務 

為替業務 

証券関連業務 

代理業務 

保護預り・貸金庫業務 

保険業務 

その他 

1,050 

86 

283 

194 

91 

19 

220 

155 

顧客との契約から生じる経常収益 1,050 

上記以外の経常収益 7,687 

 経常収益 8,737 

(１株当たり情報) 

１株当たりの純資産額        10,197 円 30 銭 

１株当たりの当期純利益金額      362 円 49 銭 

（注）株主資本において自己株式として計上されている役員報酬ＢＩＰ信託が保有する当行株式は、 

１株当たりの純資産額の算定上、期末発行済株式数から控除する自己株式に含め、１株当たりの 

当期純利益金額の算定上、期中平均株式数の計算において控除する自己株式に含めております。 

１株当たりの純資産額の算定において控除した当該自己株式の期末株式数は 45 千株であり、１ 

株当たりの当期純利益金額の算定において控除した当該株式の期中平均株式数は 35 千株でありま 

す。 

(追加情報) 

当行と株式会社ふくおかフィナンシャルグループとの経営統合について

当行と株式会社ふくおかフィナンシャルグループ（以下、「ふくおかフィナンシャルグループ」といい、

当行とふくおかフィナンシャルグループを総称して「両社」といいます。）は、2023 年３月 14 日に開催し

たそれぞれの取締役会において、当行の株主総会の承認及び関係当局の認可等を得られることを前提とし

て、2023 年 10 月１日を効力発生日とする株式交換（以下、「本株式交換」といいます。）を行うことを決

議し、同日付けで、株式交換契約書を締結いたしました。 

１．本件経営統合の目的・理念

両社は、本件経営統合を通じて、グループとしての総合力を一段と発揮し、地域のあらゆる層のお客さ

まをサポートすることによって、地域経済の持続的な発展に貢献してまいります。 
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2．本株式交換の方式 

 ふくおかフィナンシャルグループを株式交換完全親会社、当行を株式交換完全子会社とする株式交換

となります。なお、本株式交換は、ふくおかフィナンシャルグループについては、会社法第 796 条第２

項の規定に基づく簡易株式交換の手続きにより、株主総会の承認を受けずに行います。当行については、

2023 年６月 29 日に開催予定の定時株主総会及び普通株主様による種類株主総会にて、本株式交換契約の

承認を受ける予定です。 

 

3．株式交換に係る割当ての内容 

① 普通株式 

 ふくおかフィナンシャルグループ 当行 

株式交換比率 １ 0.81 

（注1） 株式交換に係る割当ての詳細 

当行の普通株式１株に対してふくおかフィナンシャルグループの株式 0.81 株を割当て交付いたします。本株式交換

により、当行の普通株主に交付されるふくおかフィナンシャルグループの普通株式の数に１株に満たない端数が生じた

場合には、会社法第 234 条その他関連法令の規定に従い、当該株主に対し１株に満たない端数部分に応じた金額をお支

払いいたします。なお、上記株式交換比率は、算定の基礎となる諸条件に重大な変更が生じ若しくは判明した場合には、

両社で協議の上、変更することがあります。 

（注2） 株式交換により、ふくおかフィナンシャルグループが交付する株式数 

普通株式：1,890,824 株（予定） 

上記普通株式数は、2022 年 12 月 31 日時点における当行の普通株式の発行済株式総数（自己株式を含み、2,737,160

株）を前提として算出しております。但し、本株式交換の効力発生時点の直前時（以下「基準時」といいます。）まで

に、当行は、保有する自己株式（本株式交換に関する会社法第 785 条第１項に基づく反対株主の株式買取請求に応じて

取得する株式を含みます。）の全部を消却する予定であるため、当行の 2022 年 12 月 31 日時点における自己株式数（551

株）は、上記普通株式数の算出において、対象から除外しております。なお、役員報酬 BIP 信託が保有する当行の株式

は、上記自己株式数には含めておりません。また、本株式交換に先立ち、ふくおかフィナンシャルグループの子会社で

ある福岡銀行が、その保有する当行普通株式 402,258 株及び第１回Ａ種優先株式 30,000 株をふくおかフィナンシャルグ

ループに対して配当として交付する予定であるため、福岡銀行が保有する当行普通株式 402,258 株についても、上記普

通株式数の算出において、対象から除外しております。 

なお、当行の自己株式の取得等の理由により、当行の 2022 年 12 月 31 日時点における自己株式数が基準時までに変

動した場合は、ふくおかフィナンシャルグループの交付する株式数が変動することがあります。本株式交換によりふく

おかフィナンシャルグループが交付する株式は、全てふくおかフィナンシャルグループが保有する自己株式を用いる予

定ですが、不足する場合には、本株式交換による株式の交付に際し、当該不足分に相当する数の普通株式を新たに発行

する予定です。 

（注3） 単元未満株式の取扱いについて 

本件経営統合が実現された場合、本株式交換により、１単元（100 株）未満のふくおかフィナンシャルグループの普

通株式（以下「単元未満株式」といいます。）の割当てを受ける当行の株主の皆さまにつきましては、その保有する単

元未満株式を株式会社東京証券取引所（以下「東京証券取引所」といいます。）及び証券会員制法人福岡証券取引所（以

下「福岡証券取引所」といいます。）その他の金融商品取引所において売却することはできません。そのような単元未

満株式を保有することとなる株主の皆さまは、会社法第 192 条第１項の規定に基づき、ふくおかフィナンシャルグルー

プに対し、自己の保有する単元未満株式を買い取ることを請求することが可能です。また、会社法第 194 条第１項及び
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定款の規定に基づき、ふくおかフィナンシャルグループが売渡しの請求に係る数の自己株式を有していない場合を除き、

ふくおかフィナンシャルグループに対し、自己の有する単元未満株式の数と併せて単元株式数となる数の株式を売り渡

すことを請求することが可能です。 

② 第１回Ａ種優先株式

当行の第１回Ａ種優先株式（以下「本優先株式」といいます。）における株式交換につい

ては、変動性株式交換比率方式を採用しております。変動性株式交換比率方式とは、株式交換決定時に

当行の本優先株式価値を確定し、当行の本優先株式１株につき対価として交付されるふくおかフィナン

シャルグループ普通株式の割当株数を、効力発生日の直前の一定期間におけるふくおかフィナンシャル

グループ株式の平均株価を基に決定するものであります。 

 当行の本優先株式における株式交換においては、ふくおかフィナンシャルグループは、基準時におけ

る当行の本優先株式の株主に対し、当行の本優先株式に代わり、その所有する当行の本優先株式の数に、

以下の算式により算出される株式交換比率を乗じて得た数のふくおかフィナンシャルグループの普通株

式を割当てます。  

株式交換比率＝10,000 円/ふくおかフィナンシャルグループの普通株式の平均株価 

（注1） 株式交換比率の計算方法 

株式交換比率は、小数第３位まで算出し、その小数第３位を四捨五入いたします。なお、ふくおかフィナンシャルグ

ループの普通株式の平均株価は、効力発生日前に必要とされる事務対応期間を設け、東京証券取引所プライム市場にお

ける 2023 年９月４日から同年９月 15日までの 10 取引日の間の各取引日（但し、取引が行われなかった日は除きます。）

のふくおかフィナンシャルグループの普通株式１株あたりの終値の単純平均値（小数第１位まで算出し、その小数第１

位を四捨五入いたします。）といたします。 

（注2） 株式交換により、ふくおかフィナンシャルグループが交付する株式数 

ふくおかフィナンシャルグループは、当行の本優先株式の株主の所有する当行の本優先株式数の合計数（但し、上記

①「普通株式」（注 2）記載の本株式交換に先立つ福岡銀行の配当によりふくおかフィナンシャルグループが保有する予

定の本優先株式 30,000 株を除きます。）に、上記株式交換比率を乗じて得た数のふくおかフィナンシャルグループ普通

株式を交付します。また、本株式交換によりふくおかフィナンシャルグループが交付する株式は、全てふくおかフィナ

ンシャルグループが保有する自己株式を用いる予定ですが、不足する場合には、本株式交換による株式の交付に際し、

当該不足分に相当する数の普通株式を新たに発行する予定です。本株式交換により、当行の本優先株式の株主に交付さ

れるふくおかフィナンシャルグループの普通株式の数に１株に満たない端数が生じた場合には、会社法第 234 条その他

関連法令の規定に従い、当該株主に対し１株に満たない端数部分に応じた金額をお支払いいたします。 

（注3） 単元未満株式の取扱いについて 

本件経営統合が実現された場合、本株式交換により、ふくおかフィナンシャルグループの単元未満株式の割当てを受

ける当行の株主の皆さまにつきましては、その保有する単元未満株式を東京証券取引所及び福岡証券取引所その他の金

融商品取引所において売却することはできません。そのような単元未満株式を保有することとなる株主の皆さまは、会

社法第 192 条第１項の規定に基づき、ふくおかフィナンシャルグループに対し、自己の保有する単元未満株式を買い取

ることを請求することが可能です。また、会社法第 194 条第１項及び定款の規定に基づき、ふくおかフィナンシャルグ

ループが売渡しの請求に係る数の自己株式を有していない場合を除き、ふくおかフィナンシャルグループに対し、自己

の有する単元未満株式の数と併せて単元株式数となる数の株式を売り渡すことを請求することが可能です。 
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4．本件経営統合の日程 

2022 年 11 月 11 日（金）  本件経営統合に関する基本合意書締結 

2023 年  ３月 14 日（火）     両社取締役会決議、本株式交換契約締結 

2023 年  ６月 29 日（木）（予定） 当行定時株主総会及び普通株主様 

     による種類株主総会開催 

2023 年  ９月 28 日（木）（予定） 当行上場廃止日 

2023 年 10 月  １日（日）（予定）  本株式交換効力発生日 

ただし、上記日程は、本件経営統合に係る手続進行上の必要性その他の事由によって必要となる場合には、両社が協

議し合意の上、変更されることがあります。 

5．本件経営統合の相手会社についての事項 

（1）会社概要   

                                    （2022 年３月末時点） 

名称 ふくおかフィナンシャルグループ 

本店所在地 福岡市中央区大手門一丁目８番３号 

代表者の役職・氏名 取締役社長 五島 久 

事業内容 銀行業 

資本金 1,247 億円 

総資産 29 兆 1,719 億円 

純資産 9,410 億円 

（2）直近３年間の業績概要（連結） 

                          （単位：億円） 

決算期 
2020 年 
３月期 

2021 年 
３月期 

2022 年 
３月期 

経常収益 2,831 2,747 2,804 

業務粗利益 2,012 2,025 2,049 

親会社株主に帰属する当期純利益 1,106 446 541 

 

 

 

 



前記のとおりであります。

２０２３年５月２２日

株式会社　福岡中央銀行　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

取締役会長 古 村 至 朗 ㊞

取締役頭取 荒 木 英 二 ㊞

専務取締役 布 施 圭 一 郎 ㊞

常務取締役 草 場 勇 次 ㊞

常務取締役 江 里 秀 樹 ㊞

常務取締役 岡 野 み ゆ き ㊞

取 締 役 増 田 昌 一 ㊞

取 締 役 戸 田 康 一 郎 ㊞

取 締 役
監査等委員

瀬 戸 口 克 ㊞

取 締 役
監査等委員

林 田 ス マ
（本名 平田 スマ）

㊞

取 締 役
監査等委員

行 正 晴 實 ㊞

取 締 役
監査等委員

山 下 秋 史 ㊞
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　2022年 4月 1日から

2023年 3月31日まで

第１０２期　事　業　報　告

株式会社　福岡中央銀行

謄 本



　 第１０２期
２０２２年　４月　１日から
２０２３年　３月３１日まで

 事業報告

１　当行の現況に関する事項

（１）事業の経過及び成果等

［主要な事業内容］

［金融経済環境］

　２０２２年度は、新型コロナウイルス感染症拡大抑制と経済活動の両立が進められ、国内経済は

コロナ禍からの需要の回復等を背景に、緩やかに持ち直してまいりました。一方、ウクライナ情勢

悪化の長期化や物価上昇など、先行き不透明な状態も続いております。

　福岡県経済も、企業業績に対する原材料価格等の上昇や海外の不安定な金融・経済動向の影響等

が懸念されるなか、２０２２年度後半から個人消費を中心に着実に持ち直しの動きがみられており

ます。

　こうした経済情勢のなか、日経平均株価は概ね２万円台後半で推移しました。金融面では、日本

銀行による金融緩和政策の一部変更に伴い国内長期金利が上昇する場面がみられたほか、為替相場

は、急激な円安の進行とその後の円高方向への動きなど大きな変動がみられました。

［事業の経過及び成果］

　このような状況下、第１２次中期経営計画「ＢＥＳＴ！～ひとりひとりのベストを大きな力に～」

の２年目となる２０２２年度は、アフターコロナを見据え、お取引先の資金面のご支援をはじめ、

事業承継や財務の健全化、デジタル化支援など、伴走型の課題解決に積極的に取り組むなど、長期

ビジョンである「地域になくてはならない銀行」を目指してまいりました。

　新型コロナウイルス感染症の影響を受けられたお取引先に対しては、資金繰りや業況等の聞き取

り調査を定期的に実施することで、お取引先が抱えるさまざまな経営課題の解決をサポートするき

め細かな取り組みを継続的に行ってまいりました。

　また、システム導入による業務効率化や生産性向上を希望されるお取引先に対するＩＣＴコンサ

ルティング業務を開始し、多くのご相談をいただいております。

さらに、お取引先のニーズに適った金融サービスの提供に向けて、事業承継やＭ＆Ａ等をテーマ

にしたオンラインセミナーの定期開催やオンライン相談など非対面チャネルの活用も図ってまいり

ました。

　この間、店舗網と人員配置の最適化による営業力強化策の一環として博多駅東支店が新築移転し

た筑紫通支店に店舗内店舗方式で移転し、福岡市中心部に大型拠点が誕生いたしました。

　当行は福岡県内を営業地盤とする地域金融機関として、預金・貸出業務を中心に、内国為替業務、

日本銀行代理店等の代理業務、国債等公共債・証券投資信託・保険商品の窓口販売等を行い、地域

のお客さまのニーズに沿った金融サービスを提供しております。
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　２０２２年度につきましては、次のような成果を収めることができました。

り、当期純利益は前年度比１億５８百万円増加し１０億２７百万円となりました。

［対処すべき課題］

　地域金融機関を取り巻く経営環境は、低金利の常態化や金融領域への異業種参入による競争激化

等、厳しい環境が継続しています。また、地域における人口減少や少子高齢化といった構造的課題

に加えて、デジタル化・脱炭素化へのシフトやコロナ禍による行動様式の変化もみられております。

一方、当行が営業地盤とする福岡県は、事業所数が全国でも上位に位置し、特に福岡市における開

業率は、大都市の中でもトップ水準にあります。

　社会環境がこれまでにない速さで大きく変化する中、２０２３年度は、第１２次中期経営計画の

総仕上げの年として、基本コンセプトである「顧客本位の営業スタイルの進化」「収益基盤の強化」

を一層推し進め、福岡の更なる活力向上に貢献してまいります。

　また、ふくおかフィナンシャルグループとの経営統合につきましても、当行が将来に亘って「中

小企業専門金融機関」としての使命と役割を果たしていくために必要と判断したものであり、２０

２２年１１月１１日の基本合意後、両社による協議検討を進めた結果、２０２３年３月１４日に株

式交換契約書を締結いたしました。２０２３年６月２９日の定時株主総会での承認及び関係当局の

認可等を得られることを前提として、２０２３年１０月１日に株式交換による経営統合を行います。

　両社は、それぞれの経営資源や強みを活かして、従来以上に、福岡県内の幅広いお客様の課題解

決や成長をサポートすることにより、地域経済の持続的発展に一層貢献していくことを目指してお

ります。

　今後とも、お客さま、地域社会の方々などの期待にお応えできるよう役職員一同最大限の努力を

尽くしてまいります。皆さまにおかれましては、一段と力強いご支援を賜りますようお願い申し上

げます。

り、経常利益は前年度比１６百万円減少し１２億５７百万円となりましたが、法人税等の減少によ

　業容面では、預金等（譲渡性預金を含む）の期末残高は、前期末比７９億１２百万円減少し、４，

８６０億９２百万円となりました。また、公共債、投資信託及び保険の預り資産残高は、前期末比

７億５９百万円増加し、４３４億１２百万円となりました。貸出金の期末残高は、前期末比８６億

円減少し、４，２４５億１０百万円となりました。有価証券の期末残高は、前期末比８２億２６百

万円増加し、８９３億１９百万円となりました。

　損益面では、与信関係費用が減少したものの、貸出金利息の減少や国債等の売却損の計上等によ
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（２）財産及び損益の状況

(単位:百万円)

2019年度 2020年度 2021年度 2022年度

459,950 505,196 493,864 485,962

定 期 性 預 金 263,720 256,976 258,986 253,867

そ の 他 196,230 248,220 234,877 232,095

387,480 428,441 433,110 424,510

個 人 向 け 79,421 77,447 77,650 78,003

中 小 企 業 向 け 270,605 317,946 305,896 297,365

そ の 他 37,452 33,047 49,563 49,141

― ― ― ―

77,333 91,150 81,093 89,319

国 債 32,365 32,886 12,433 11,896

そ の 他 44,968 58,263 68,660 77,422

516,793 574,504 570,111 556,476

1,156,371 1,132,091 1,157,816 1,230,612

18百万ドル 7百万ドル 0百万ドル 0百万ドル

582 798 1,273 1,257

544 519 869 1,027

199円74銭 172円47銭 301円73銭 362円49銭

(注)

３．１株当たり当期純利益は、当期純利益から当期優先株式配当金総額等を控除した金額を、自己

　株式数を控除した期中の平均発行済株式数で除して算出しております。

２．貸出金のうち中小企業向けの欄は中小企業基本法（昭和38年法律第154号）第２条に規定する中

　小企業者に対する貸出を記載しております。

内 国 為 替 取 扱 高

外 国 為 替 取 扱 高

経 常 利 益

当 期 純 利 益

１株当たり当期純利益

１．記載金額は、単位未満を切り捨てて表示しております。

総 資 産

預 金

商 品 有 価 証 券

有 価 証 券

貸 出 金
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（３）使用人の状況

当 年 度 末

使 用 人 数 ４２４人

平 均 年 齢 ４１年７月

平 均 勤 続 年 数 １８年１０月

平 均 給 与 月 額 ３５８千円

(注)１．使用人数には、執行役員、臨時雇員及び嘱託を含んでおりません。
    ２．平均年齢、平均勤続年数、平均給与月額は、それぞれ単位未満を切り捨てて表示しております。
    ３．平均給与月額は賞与を除く３月中の平均給与月額であります。

（４）営業所等の状況

イ 営業所数

当 年 度 末

福  岡  県
店　うち出張所
41 (       2)

合 計 41 (       2)

(注)１．当年度において、店舗内店舗方式により、博多駅東支店を筑紫通支店内に移転いたしました。
　　２．上記４１ヵ店には店舗内店舗方式により移転した店舗を含んでいるため、店舗の拠点数としては

３５ヵ店となっております。
　　３．上記のほか、当年度末において店舗外現金自動設備を１６ヵ所設置しております。

ロ 当年度新設営業所
該当ありません。

ハ 銀行代理業者の一覧
該当ありません。

ニ 銀行が営む銀行代理業等の状況
該当ありません。
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（５）設備投資の状況
イ 設備投資の総額

(単位:百万円)

(注) 記載金額は、単位未満を切り捨てて表示しております。

ロ 重要な設備の新設等
(単位:百万円)

(注) 記載金額は、単位未満を切り捨てて表示しております。

（６）重要な親会社及び子会社等の状況
該当ありません。

重要な業務提携の概況

自動引出し・入金のサービスを行っております。

店舗内に設置した共同設置現金自動設備による現金自動引出し及び現金自動入金のサービス
等を行っております。

（７）事業譲渡等の状況
該当ありません。

内　容 金　額

② 第二地銀協地銀３７行、都市銀行５行、信託銀行３行、地方銀行６２行、信用金庫２５５

設備投資の総額

① 第二地銀協地銀３７行の提携により、現金自動設備の相互利用による現金自動引出しの
サービス（略称ＳＣＳ）を行っております。

503

筑紫通支店（新築移転） 310

⑤ 株式会社セブン銀行及び株式会社イーネットとの提携により、コンビニエンスストア等の

金庫（信金中央金庫を含む）、信用組合１４１組合（全信組連を含む）、系統農協・信漁連
５９３（農林中金、信連を含む）、労働金庫１４金庫（労金連を含む）との提携により、現

④ ゆうちょ銀行との提携により、ＣＡＦＩＳ経由方式で現金自動設備の相互利用による現金

金自動設備の相互利用による現金自動引出しのサービス（略称ＭＩＣＳ）を行っております。
③ 第二地銀協地銀３７行の提携により､ＩＳＤＮ回線交換網を利用したデータ伝送の方法に
よる取引先企業との間の総合振込等のデータの授受のサービス及び入出金取引明細等のマル
チバンクレポートサービス（略称ＳＤＳ）を行っております。
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　２　会社役員（取締役）に関する事項

（１）会社役員の状況
（2022年度末現在）

氏 名 そ の 他

古 村 至 朗

荒 木 英 二

布施 圭一郎

草 場 勇 次

江 里 秀 樹

岡野 みゆき

増 田 昌 一

戸田 康一郎

瀬 戸 口 克

林 田 ス マ
(本名 平田 スマ)

行 正 晴 實

山 下 秋 史

(退任した役員)

山 下 知 成

倉 富 純 男

 (注)１．退任した役員の地位は退任時のものであります。
　　 ２．取締役戸田康一郎氏、林田スマ氏、行正晴實氏及び山下秋史氏は、会社法第２条第１５号に定め

る社外取締役であります。
　３．戸田康一郎氏、林田スマ氏、行正晴實氏及び山下秋史氏は、福岡証券取引所の定めに基づく独立

役員として指定し、同取引所に届け出ております。
　４．取締役監査等委員瀬戸口克は常勤の監査等委員であります。常勤の監査等委員を選定している理

由は、執行部門の重要な会議に出席する他、重要な各種情報収集や報告の受領等を継続的かつ実効
的に行うことで、監査等委員会の職務執行を円滑にするためです。

　５．取締役監査等委員行正晴實氏は、公認会計士の資格を有しており、財務及び会計に関する相当程
度の知見を有するものであります。

総合企画部担当

西日本鉄道㈱ 代表取締役会長

常 務 取 締 役

取 締 役
(社外取締役・非常勤)

取 締 役 会 長
（代表取締役）

取 締 役
(社外取締役・非常勤)

人事総務部担当

公益財団法人 大野城まどかぴあ館長

西部ガスホールディングス㈱
代表取締役副社長執行役員

常 務 取 締 役

常 務 取 締 役

公認会計士取締役監査等委員
(社外取締役・非常勤)

取締役監査等委員
(社外取締役・非常勤)

融資統括部・ビジネスサポート部担当

重 要 な 兼 職地　位　及　び　担　当

取 締 役 頭 取
（代表取締役）

取 締 役
監 査 等 委 員

専 務 取 締 役
（代表取締役）

営業統括部担当

西日本鉄道㈱ 代表取締役副社長執行役
員

監査部担当

市場営業部・事務部担当

常 務 取 締 役

取 締 役

取締役監査等委員
(社外取締役・非常勤)
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（２）会社役員に対する報酬等
①取締役（監査等委員を除く。）の個人別の報酬等の内容に係る決定方針に関する事項
イ．決定方針の概要

当行は、２０２１年２月２４日開催の取締役会において取締役の個別の報酬等の内容に係る決定方
針を定めており、その内容は次のとおりであります。

当行の役員報酬制度は、「地域の中小・零細事業者を主たる顧客として金融仲介機能を安定的かつ
　　円滑に提供する」という当行のコアとなるビジネスモデルを反映した「銀行経営を担うに相応しい人
  　材を確保・維持できる金額水準であること」「当行の中・長期的な企業価値の維持・向上に向けた経
　　営意識を高めるものであること」「企業業績及び従業員の給与水準と比較して納得性が高い水準であ
　　ること」を基本方針とし、個々の取締役の報酬の決定に際しては、役位ごとの職責を踏まえた適正な
　　水準としております。

当行は、その基本方針の下で、取締役の個人別の報酬等の内容に係る決定方針を定めており、その
　　概要は、取締役の基本報酬は､月例の固定報酬とし､役位に応じて当行の業績及び従業員給与の水準も
　　踏まえ､株主総会で承認された報酬上限額の範囲内で､取締役会決議によって決定しております。

また、非金銭報酬として、当行株式を付与する株式報酬制度を設けております。当行の中・長期的
　　な企業価値の維持・向上に向けた経営意識を高めることを目的としており、具体的には、信託型株式
　　報酬制度（ＢＩＰ信託）を採用しており、株主総会で承認された上限額の範囲内で信託が当行株式を
　　取得し、取締役会決議により決定した役位に応じたポイントを各事業年度ごとに各取締役に付与し、
　　各取締役は、退任時に自己の累積ポイント数に相当する数の当行株式等の交付等を本信託から受ける
　　こととしております。

各取締役における報酬等の種類ごとの割合は以下の割合を目安としております。

非金銭報酬等
（株式報酬）

合計

１０～２０％

１０～１８％

１０～１７％

８～１５％

なお、監督機能を担う社外取締役及び監査等委員である取締役については、その職務に鑑み基本報
　　酬のみとし、監査等委員である取締役の個人別の報酬額は監査等委員である取締役の協議によって定
　　めております。

ロ．当事業年度に係る取締役（監査等委員である取締役を除く。）の個人別の報酬等の内容が決定方
針に沿うものであると取締役会が判断した理由
取締役の個人別の報酬等の内容の決定にあたっては、取締役会が原案について決定方針との整合性

　　を含めた多角的な協議及び精査を行い、決定方針に沿うものであると判断し決議しております。

②取締役の報酬等の総額等
（単位：百万円）

基本報酬
（金銭報酬）

業績連動報酬等
非金銭報酬等
（株式報酬）

１０名 １８９ １７０ ― １８

４名 ３１ ３１ ― ― 

１４名 ２２０ ２０１ ― １８

 (注)１．記載金額は、単位未満を切り捨てて表示しております。
 　　２．取締役の報酬等は、２０１９年６月２７日開催の第９８期定時株主総会の決議に基づき、報酬

限度額（月額）を取締役（監査等委員である取締役を除く。）は１５百万円以内（うち社外取締
役１百万円以内）、監査等委員である取締役は４百万円以内としております。なお、当決議は取
締役（監査等委員を除く。）５名（うち社外取締役１名）、監査等委員４名（うち社外取締役３
名）に係るものです。

　 　３．当行は、２０１９年６月２７日開催の第９８期定時株主総会の決議により、当行の取締役（監
査等委員である取締役、社外取締役及び国内非居住者を除く。）及び執行役員を対象に、当行の
中長期的な業績の向上と企業価値増大への貢献意識を高めることを目的とし、株式報酬制度を導
入いたしました。当決議は取締役４名に係るものです。加えて、２０２２年６月２９日開催の第
１０１期定時株主総会において、１事業年度当たりに取締役等に対して付与するポイント総数の
上限を、本制度導入時からの直近の株価動向等を踏まえ、変更を決議しております。当決議は取
締役７名に係るものです。

なお、上記非金銭報酬等は本制度に基づき当事業年度中に付与された株式交付ポイントに係る
計上額です。

 　　４．支給人数及び報酬等には、２０２２年６月２９日開催の第１０１期定時株主総会終結の時をも
って退任した取締役（監査等委員を除く。）２名を含んでおります。

 　　５．上記報酬のほか、２０１９年６月２７日開催の第９８期定時株主総会の決議に基づき、退職慰
労金を取締役（監査等委員を除く。）２名に対し１２百万円（うち社外取締役１名５百万円）支
給しております。

 　　６．上記報酬等には、社外役員に対する報酬等１７百万円を含んでおります。

常務取締役

取締役（監査等委員）

計

８５～９２％

区　　分
支給
人数

８３～９０％

取締役

報　酬　等　の　種　類　別　の　総　額

取締役（監査等委員を除く。）

基本報酬
（金銭報酬）

会長・頭取 ８０～９０％

１００％
専務取締役

報酬等

８２～９０％
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（３）責任限定契約

　 会社法第４２７条第１項の規定に基づき、取締役（業務執行取締役等である

 ものを除く）が任務を怠ったことによって当行に損害賠償責任を負う場合は、

 同法第４２５条第１項の最低責任限度額を限度として、その責任を負うものと

 する。

　 上記の責任限定が認められるのは、取締役がその責任の原因となった職務の

 遂行について善意でかつ重大な過失がないときに限る。

（４）補償契約
該当ありません。

（５）役員等賠償責任保険契約に関する事項
当行は、会社法第４３０条の３第１項に規定する役員等賠償責任保険契約を保険会社との間で締

　結し、被保険者が会社の役員としての業務につき行った行為に起因して、保険期間中に被保険者に
　対して損害賠償請求がなされたことにより被保険者が被る損害を塡補することとしております。た
　だし、被保険者が法令に違反することを認識しながら行った行為に起因する損害は塡補されない等、
　一定の免責事由があります。
　　当該保険契約の被保険者は取締役（監査等委員である取締役を含む。）及び執行役員であり、保
　険料は全額会社負担としております。

氏 名 責任限定契約の内容の概要

戸田　康一郎

林田　スマ

行正　晴實

山下　秋史
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　３　社外役員に関する事項

（１）社外役員の兼職その他の状況

（注）当行と上記の兼職先等との間に特別の関係はございません。

（２）社外役員の主な活動状況

０年９ヵ月

３年９ヵ月

３年９ヵ月

１年９ヵ月

（３）社外役員に対する報酬等
（単位：百万円）

支給人数

５名

 (注)記載金額は、単位未満を切り捨てて表示しております。

（４）社外役員の意見
該当ありません。

報酬等の合計 １７ ―

銀行からの報酬等 銀行の親会社等からの報酬等

行正　晴實
（取締役監査等委員）

当事業年度開催
取締役会15回のうち15回出席
監査等委員会16回のうち16回出席

主に公認会計士としての専門的見地から、必
要に応じ適宜発言を行っております。

山下　秋史
（取締役監査等委員）

西部ガスホールディングス㈱  代表取締役副社長執行役員

戸田　康一郎
（取締役）

氏 名 兼 職 そ の 他 の 状 況

戸田　康一郎
（取締役）

西日本鉄道㈱ 代表取締役副社長執行役員

林田　スマ
（取締役監査等委員）

取締役就任後開催
取締役会11回のうち9回出席

地場企業の経営者の観点から議案・審議等に
必要な発言を適宜行っております。

氏 名 在任期間 取締役会等への出席状況

公益財団法人 大野城まどかぴあ館長

山下　秋史
（取締役監査等委員）

当事業年度開催
取締役会15回のうち13回出席
監査等委員会16回のうち14回出席

地場企業の経営者としての経験や見識による
意見等、議案・審議等に必要な発言を適宜
行っております。

行正　晴實
（取締役監査等委員）

公認会計士

林田　スマ
（取締役監査等委員）

当事業年度開催
取締役会15回のうち15回出席
監査等委員会16回のうち16回出席

アナウンサーとして培われた豊富な経験によ
る意見や女性目線の提案等、議案・審議等に
必要な発言を適宜行っております。

取締役会等における
発言その他の活動状況
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　４　当行の株式に関する事項

（１）株式数 発行可能株式総数
普通株式 千株

第１回Ａ種優先株式 千株
第２回Ａ種優先株式 千株

発行済株式の総数
普通株式 千株

第１回Ａ種優先株式 千株

(注)１．株式数は、千株未満を切り捨てて表示しております。
　　２．定款で定める発行可能株式総数は8,000千株であり、上記の発行可能株式総数の合計とは

一致いたしません。

（２）当年度末株主数
普通株式 名

第１回Ａ種優先株式 名

（３）大株主

普通株式

402 千株 14.69 ％

218 7.97

211 7.72

151 5.55

133 4.87

133 4.86

124 4.55

株式会社豊和銀行 114 4.17

株式会社南日本銀行 111 4.06

学校法人帝京大学 64 2.37

(注)１．持株数等は、千株未満を切り捨てて表示しております。
　　２．持株比率は、小数点第３位以下を切り捨てて表示しております。
　　３．持株比率は、自己株式を控除して計算しております。
　　４．自己株式には、役員報酬ＢＩＰ信託が保有する当行株式45千株は含まれておりません。

79

1,000

300

1,670

8,000

株主の氏名又は名称
持株数等 持株比率

当行への出資状況

2,737

1,000

西日本鉄道株式会社

西部ガスホールディングス株式会社

株式会社宮崎太陽銀行

株式会社福岡銀行

株式会社西日本シティ銀行

株式会社日本カストディ銀行(信託口4)

福岡中央銀行行員持株会
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第１回Ａ種優先株式

30 千株 10.00 ％

20 6.66

15 5.00

15 5.00

10 3.33

10 3.33

10 3.33

10 3.33

松田都市開発株式会社 10 3.33

株式会社ユー・エス・イー 9 3.00

(注)１．持株数等は、千株未満を切り捨てて表示しております。
　　２．持株比率は、小数点第３位以下を切り捨てて表示しております。

（４）役員保有株式

1 名 普通株式　1,000 株

(注)２０２２年６月２９日付で退任した取締役に対する役員報酬ＢＩＰ信託による株式交付であります。

　５　当行の新株予約権等に関する事項

（１）事業年度の末日において当行の会社役員が有している当行の新株予約権等
該当ありません。

（２）事業年度中に使用人等に交付した当行の新株予約権等
該当ありません。

株式の数(株式の種類
及び種類ごとの数)

―

―

区　分

取締役(監査等委員及び社外取締役を除く。)

社外取締役(監査等委員を除く。)

取締役（監査等委員）

株式の交付を
受けた者の人数

―

―

九州総合信用株式会社

西日本鉄道株式会社

株式会社福岡銀行

九建架線工事株式会社

大高建設株式会社

株式会社サニクリーン九州

西部ガスホールディングス株式会社

株式会社沖縄海邦銀行

株主の氏名又は名称
当行への出資状況

持株数等 持株比率
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　６　会計監査人に関する事項

（１）会計監査人の状況
（単位：百万円）

 (注)１．記載金額は、単位未満を切り捨てて表示しております。
２. 当該事業年度に係る報酬等は、公認会計士法第２条第１項に規定する業務（監査証明業務）

３. 当行監査等委員会は、日本監査役協会が公表する「会計監査人との連携に関する実務指針」

討した結果、会計監査人の報酬等につき、会社法第３９９条第１項の同意を行っております。

（２）責任限定契約
該当ありません。

（３）補償契約
該当ありません。

（４）会計監査人に関するその他の事項
会計監査人の解任又は不再任の決定の方針
監査等委員会は、会計監査人の職務の執行に支障がある場合等、その必要があると判断した場

 合は、株主総会に提出する会計監査人の解任又は不再任に関する議案の内容を決定いたします。
 　また、監査等委員会は、会計監査人が会社法第３４０条第１項各号に定める項目に該当すると
 認められる場合は、監査等委員全員の同意に基づき、会計監査人を解任いたします。この場合、
 監査等委員会が選定した監査等委員は、解任後最初に招集される株主総会におきまして、会計監
査人を解任した旨と解任の理由を報告いたします。

　７　財務および事業の方針の決定を支配する者の在り方に関する基本方針
　　 該当ありません。

に基づくものであります。なお、上記以外の報酬等は該当ありません。

　指定有限責任社員 宮川 宏

を踏まえ、会計監査人の監査の実施状況、監査計画および報酬見積の相当性などを確認し、検

氏名又は名称 当該事業年度に係る報酬等 そ　の　他

 EY新日本有限責任監査法人 ３２

　指定有限責任社員 伊加井 真弓
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　８　業務の適正を確保する体制
当行が業務の適正を確保するための体制として取締役会において決議した事項は次のとおりで

あります。

（１）取締役・使用人の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制
コンプライアンスガイドブックをはじめとするコンプライアンス体制にかかる規定を、役職員

が法令・定款及び当行の行内規定を遵守した行動をとるための行動規範とする。また、その徹底
を図るため、総合企画部が、全行のコンプライアンスの取組みを横断的に統括することとする。
監査部は、総合企画部と連携の上、コンプライアンスの状況を監査する。これらの活動は定期的
に取締役会及び監査等委員会に報告されるものとする。法令上疑義のある行為等について従業員
が直接情報提供を行う手段として総合企画部長を窓口にする内部通報制度及び顧問弁護士を窓口
にする外部通報制度を設置する。コンプライアンスの重要な問題を審議し、取締役会に答申する
コンプライアンス委員会を設置する。
市民生活の秩序や安全に脅威を与える反社会的勢力とは断固として対決し、関係遮断及び被害

防止のための体制整備に努める。
財務報告の適正性を確保するために、財務報告に係る内部統制を整備・運用、評価するための

規定を定め、財務報告の信頼性確保を図る。

（２）取締役の職務の執行に係る情報の保存及び管理に関する体制
文書取扱規定に従い、取締役の職務執行に係る情報を文書または電磁的媒体（以下、文書等と

いう。）に記録し、保存する。取締役は常時これらの文書等を閲覧できるものとする。

（３）損失の危険の管理に関する規程その他の体制
リスク管理規定により、リスクカテゴリーごとの責任部署を定め、当行全体のリスクを網羅的

・総括的に管理し、リスク管理体制を明確化する。各部署ごとのリスク管理の状況を、総合企画
部が統括し監査部が監査を行い、その結果を定期的に取締役会及び監査等委員会に報告する。リ
スク管理の重要な問題を審議し、取締役会に答申するリスク管理委員会を設置する。

（４）取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制
行内規定に基づく職務権限及び意思決定ルールにより、適正かつ効率的に職務の執行が行われ

る体制をとる。

（５）監査等委員会の職務を補助すべき使用人に関する事項
監査等委員会はその職務の執行に必要な場合は、監査部員に監査等委員会の職務の遂行の補助

を委嘱することができるものとする。

（６）前号の使用人の取締役（監査等委員を除く。）からの独立性に関する事項ならびに監査等委員
会の当該使用人に対する指示の実効性の確保に関する事項
監査等委員会の前号の使用人の人事異動や人事考課等については、予め監査等委員会の同意を

得たうえで決定することとし、当該使用人の取締役（監査等委員を除く。）からの独立性を確保
する。また、当該使用人は専ら監査等委員会の指示に基づき監査等委員会の職務の執行を補助す
るものとし、監査等委員会より監査業務に必要な命令を受けた使用人は、その命令に関して、取
締役（監査等委員を除く。）、監査部長等の指揮命令を受けないものとする。

（７）取締役及び使用人が監査等委員会に報告をするための体制その他の監査等委員への報告に関す
る体制
取締役または使用人は、監査等委員会に対して、法定の事項に加え、当行に重大な影響を及ぼ

す事項、内部監査の実施状況、内部通報制度による通報状況及びその内容をすみやかに報告する。

（８）前号の報告をした者が当該報告をしたことを理由として不利な取扱いを受けないことを確保す
るための体制
内部通報制度の定めに準拠し、前号の報告をした者が当該報告をしたことを理由に不利な取扱

いを行うことを禁止する。

（９）監査等委員の職務の執行について生ずる費用の前払又は償還の手続その他の当該職務の執行に
ついて生ずる費用又は債務の処理に係る方針に関する事項
監査等委員がその職務の執行について必要な費用の前払又は償還等の請求をしたときは、当該

監査等委員の職務の執行に必要でないと認められた場合を除き、速やかに当該費用又は債務を処
理する。

－13－



（１０）その他監査等委員会の監査が実効的に行われることを確保するための体制
監査等委員会による各業務執行取締役及び重要な使用人からの個別ヒアリングの機会を最低年

２回（臨時に必要と監査等委員会が判断する場合は別途）設けると共に代表取締役、監査法人と
それぞれの間で定期的に意見交換会を開催する。

　　（業務の適正を確保するための体制の運用状況）
当行では、取締役会において決議された「内部統制基本方針」に基づき、業務の適正を確保す

るための体制整備とその適切な運用に努めております。
当行は、リスク管理とコンプライアンスを経営の最重要課題と位置付け、頭取を委員長とする

「リスク管理委員会」及び「コンプライアンス委員会」を設置、開催するとともに、その徹底を
図るべく全役職員が一丸となって取組んでおります。
コンプライアンス統括部署の総合企画部を中心に、関係各部と連携して法令やルールに則った

業務処理がなされているかをチェックする体制を整備するとともに、毎年「コンプライアンス・
プログラム」を策定し具体的計画の実践に向け諸活動を展開しております。さらに、関係各部・
営業店にはコンプライアンス責任者・担当者を配置してコンプライアンスの徹底状況をモニタリ
ングするとともに、コンプライアンスガイドブックに基づく職場研修や啓蒙活動を通してより高
い自己規律や自己責任の企業倫理の構築に努めております。
また、当行では独立した内部監査部門である監査部が、業務遂行状況等について監査を実施し、

各部門のコンプライアンスやリスクに関する管理状況等について、諸法令や行内規定等との整合
性並びにその有効性を検証しております。
監査等委員会は監査部や会計監査人と緊密な連携をとりながら、内部統制システムが適切に構

築され運用されているかを監査しております。

　９　特定完全子会社に関する事項
　　 該当ありません。

１０　親会社等との間の取引に関する事項
　　 該当ありません。

１１　会計参与に関する事項
　　 該当ありません。

１２　その他
　　 該当ありません。
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前記のとおりであります。

２０２３年５月２２日

株式会社　福岡中央銀行

取締役会 長 古 村 至 朗 ㊞

取締役頭取 荒 木 英 二 ㊞

専務取締役 布 施 圭 一 郎 ㊞

常務取締役 草 場 勇 次 ㊞

常務取締役 江 里 秀 樹 ㊞

常務取締役 岡 野 み ゆ き ㊞

取 締 役 増 田 昌 一 ㊞

取 締 役 戸 田 康 一 郎 ㊞

取 締 役
監査等委員

瀬 戸 口 克 ㊞

取 締 役
監査等委員

林 田 ス マ
（本名 平田 スマ）

㊞

取 締 役
監査等委員

行 正 晴 實 ㊞

取 締 役
監査等委員

山 下 秋 史 ㊞
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第102期
2022年　4月 1日から
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住　　   所　 福岡市中央区大名二丁目12番1号
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 １　計算書類に関する事項

（１）有形固定資産及び無形固定資産

（単位：百万円）

資産の種類 当期首残高 当期増加高 当期減少高 当期償却額 当期末残高 償却累計額 償却累計率

有形固定資産

47

105

リース資産 4 17 ― 4 17 26 59.89

　建設仮勘定 75 230 303 ― 2 ― ―

有形固定資産計 12,811 757 460 214 12,894 7,746 37.53

無形固定資産

ソフトウェア 431 65 ― 200 296 1,126 79.16

　その他の無形
　固定資産 17 ― ― 0 17 17 49.87

無形固定資産計 448 65 ― 200 313 1,143 78.47

注  1.償却累計率は、小数点第３位以下を切り捨てて表示しております。

    2.（      ）内は、土地の再評価差額であります。

3.「償却累計額」は、減価償却累計額と減損損失累計額の合計額を記載しております。

（２）引当金

（単位：百万円）

目 的 使 用 そ   の   他

貸倒引当金 3,944 3,209 543 3,401 3,209

役員株式
給付引当金

48 23 7 ― 64

睡眠預金
払戻損失引当金

56 38 14 42 38

計 4,049 3,271 564 3,443 3,312

注  貸倒引当金の当期減少額（その他）3,401百万円及び睡眠預金払戻損失引当金の当期減少額（その他）42

　百万円は洗替等による取崩額であります。

当 　期   末
残 　高

計 上 理 由 及 び
算 定 方 法

68.53

1,796

―
(5,963)

9,870
(5,919)

9,765

148 90

― ―

82.22388

区　 分
当　 期 　首
残　　 　高

当　 期
増　 加 　額

当　 期   減   少   額

　その他の有形
　固定資産 335 5

　建　物 2,720 5,924

　土　地

2,525 360 119

―
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 （３）営業経費

（単位：百万円）

土 地 建 物 機 械 賃 借 料

区 分

給 料 ・ 手 当

退 職 給 付 費 用

福 利 厚 生 費

減 価 償 却 費

租 税 公 課

118

61

415

191

33営 繕 費

消 耗 品 費

給 水 光 熱 費

旅 費

1,732

87

          金                      額

2,978

△ 162

37

通 信 費

そ の 他

計

広 告 宣 伝 費

諸 会 費 ・ 寄 付 金 ・ 交 際 費

7

6,072

37

118

416
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 ２　事業報告に関する事項

     会社役員の兼職の状況

　 　会社役員の兼職の状況につきましては、事業報告の「２会社役員に関する事項」の「（1）会社
 　役員の状況」および「３社外役員に関する事項」の「（1）社外役員の兼職その他の状況」に記載
   しております。
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